
鹿児島工業高等専門学校専攻科授業科目の履修に関する規則 

 

(趣 旨) 

第１条 この規則は、鹿児島工業高等専門学校学則第 53条第３項及び第 55条の規定に基づ

き、専攻科における授業科目の履修方法及び成績の評価並びに修了の認定等について定め

る。 

 

(単位の計算方法) 

第２条 各授業科目の単位数は、１単位の授業科目を 45時間の学修を必要とする内容をもって 

構成することを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要 

な学修等を考慮して、次の各号の基準により単位数を計算するものとする。 

(1) １単位時間は 50 分を標準とする。 

(2) 講義については、15時間の授業をもって１単位とする。 

(3) 演習については、30時間の授業をもって１単位とする。 

(4) 実験及び実習については、45時間の授業をもって１単位とする。 

 

(履修方法) 

第３条 専攻科に開設する授業科目の履修に当たっては、年度当初に別に定める「選択科目履 

修届」を所定の期日までに、校長に提出しなければならない。 

 

(指導教員) 

第４条 専攻科の学生は、各専攻の指導教員から授業科目の履修に関すること及び特別研究の 

指導を受けるものとする。 

 

(試 験) 

第５条 試験は、定期試験、追試験、再試験及び追評価試験とする。 

２ 定期試験は、各学期末に実施する。 

３ 前項の規定にかかわらず、平素の成績で評価できる科目は、定期試験を行わないことがあ 

る。 

４ 追試験は、次の各号のいずれかに該当する理由により、定期試験を受けることができなか 

った者で、別に定める「追試験願」を所定の期日までに校長に提出し、その許可を得た者に 

対し実施する。 

(1) 病気(医師の診断書を要する。) 

(2) 忌引 

(3) その他やむを得ない理由があると校長が認めた場合 

 

(成績の評価) 

第６条 学業成績(以下「成績」という。)の評価は、出席時数が所定の授業時数の 3分の 2 

以上の科目についてのみ行う。 



２ 成績は、授業科目ごとに前条に規定する試験の成績、その他を総合して評点で評価する。 

３ 評語及び評点は、次の区分による。 

評  語 S Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

評  点 100～90 89～80 79～70 69～60 59～0 

４ 100 点法で評価しない授業科目については、合否で評価する。 

５ 定期試験を正当な理由なく受けなかった者の当該科目試験評価は０点とする。 

 

(再試験及び追評価試験) 

第７条 再試験は、Ｄの評語の授業科目に対して行う。 

２ 再試験は、別に定める「再試験願」を所定の期日までに校長に提出し、その許可を得た者

に対して実施する。 

３ 再試験は原則として対象となる授業科目の定期試験と同様の形態で行い、定期試験を行わ

ない科目の場合は、他の適切な形態で実施する。 

４ 再試験は原則として 100 点法で評価し、60 点以上の場合に単位修得を認定する。 

５ 再試験によって修得した科目の評点は 60点とし、Ｃの評語とする。 

６ 再試験による単位修得の認定は年度末成績会議又は修了判定会議において行う。 

７ 各学期末の定期試験後に算出した総合評価が 60点未満の者については、成績報告期限まで

に追評価試験を実施することがある。 

８ 追評価試験について必要な事項は、別に定める。 

 

(単位の認定) 

第８条 第６条第３項、第４項及び前条第５項の規定に基づき、評語が S、Ａ、Ｂ、Ｃ及び合

に評価された授業科目については、当該授業科目を修得したものとして、単位を認定する。 

 

(他の大学等で修得した単位の認定) 

第９条 学則第 54 条の規定により、大学(留学先の大学及び外国の大学が行う通信教育を含 

む。)及び他の教育施設等での学修並びに文部科学大臣が別に定める学修として認定された 

単位は「大学等履修科目単位」とし、専攻科の修了要件を満たすための単位とすることがで 

きない。ただし、専攻科委員会が本校専攻科の「学習·教育到達目標」を達成するための学 

修として、学則第 51 条に規定する授業科目と振り替えることができると判断したものにつ 

いては、この限りではない。 

２ 前項ただし書きにより認定することのできる単位数は 30単位を限度とする。 

３ 第１項に規定する文部科学大臣が別に定める学修及び認定することのできる単位数は、別 

表第１のとおりとする。 

 

 (修了に必要な単位) 

第 10条 専攻科の修了に必要な単位は、62単位以上(そのうち、すべての必修科目を含み一般 

科目８単位以上、専門共通科目 16単位以上、専門科目 32 単位以上)修得するものとする。  



ただし、学則第 47条の２第２項に規定する連携教育プログラムの修了に必要な単位は、別  

表第２のとおりとする。 

   

 附 則 

 この規則は、平成 12 年４月１日から施行する。 

   

 附 則 

 この規則は、平成 15 年４月 25 日から施行し、平成 15年４月１日から実施する。 

   

 附 則 

 この規則は、平成 16 年４月 16 日から施行し、改正後の鹿児島工業高等専門学校専攻科授業

科目の履修に関する規則の規定は、平成 16年４月１日から適用する。 

   

 附 則 

１ この規則は、平成 17年４月１日から施行する。 

２ 平成 17年３月 31 日において現に在学するもの(以下この項において「在学者」という。) 

及び平成 17 年４月１日以降において、在学者の属する年次に編入学、転入学又は再入学す  

る者は、改正後の第 10条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

   

 附 則 

 この規則は、平成 18 年４月１日から施行する。 

   

 附 則 

 この規則は、平成 20 年４月１日から施行する。 

   

 附 則 

 この規則は、平成 21 年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この規則は、平成 26 年４月 18 日から施行し、平成 26年４月１日から適用する。 

 

   附 則 

 この規則は、平成 31 年４月１日から施行する。 

 

   附 則 

 この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この規則は、令和４年４月１日から施行する。 

 



附 則 

 この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則 

 この規則は、令和７年 11 月５日から施行し、令和７年４月１日から適用する。 

附 則 

 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

  附 則 

 この規則は、令和８年５月１日から施行し、令和８年４月１日から適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表第１ 

名称・資格・得点 単位数 表記 
一般科目・専門科目の別 

備考 

実用英語技能検定 

1 級 6 

実用英検 一般科目 準 1 級 4 

2 級 2 

技術英語能力検定 

プロフェッショナル 6 

技術英検 一般科目 
準プロフェッショナル 4 

1 級 3 

2 級 2 

日本漢字能力検定 

1 級 4 

漢字検定 一般科目 
準 1 級 3 

2 級 2 

準 2 級 1 

ディジタル技術検定 
1 級 4 

ディジタル 
専門科目 

制御部門に限る 2 級 2 

 

 

別表第２ 

専  攻 プログラムの名称 修了に必要な単位 

機械·電子システム 

工   学   専   攻 

九大工学部·九州沖縄９高専 

連携教育プログラム 

修了に必要な単位は、すべての必修科

目を含み 62 単位以上修得するものと

する。 

電気情報システム 

工 学 専 攻 

九大工学部·九州沖縄９高専 

連携教育プログラム 

修了に必要な単位は、すべての必修科

目を含み 62 単位以上修得するものと

する。 

建 設 工 学 専 攻 
先進テクノロジー実践連携教 

育プログラム 

修了に必要な単位は、すべての必修科

目を含み 62 単位以上修得するものと

する。 

 


